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去る、１２月４日（木）に「相続と遺言のお話」と題して、司法書士の黒

石栄一氏を講師に迎え、四万十市中央公民館（１階大会議室）で講演が行わ

れました。  

新聞の折り込みの効果と、中には相続に関する  

課題をお持ちの方もおいでになり、６０名程度を  

予想していましたが、倍以上の１３０名近い参加  

がありました。  

そのため、用意していた７０部の資料では足り  

ず、急遽３カ所のプリンターでの印刷となり、参  

加された皆さんには大変ご迷惑をお掛けしました。  
 
講演内容は、相続に関する基本ルールの法定相続人に始まり、遺言や公正

証書などについて、色々な事案を交えての大変内容の濃い講演でした。  

《以下講演内容抜粋》  

○民法で法定相続分が定められているが、必ずしもこのとおりに遺産を分け

る必要はなく、遺産分割協議という方法もある。  

○連れ子の場合、養子縁組をしていないと相続人になれない。  

○内縁の妻（又は夫）の場合、遺族年金では要件をみたせば貰える場合があ

りますが、相続の場合は戸籍上の「妻」又は「夫」でないと、配偶者として

扱われない。  

○日本人は遺言を書く人が少ないが、いざ遺産を分けることになるとトラブ

ルになり、兄弟が絶縁状態になった場合もある。無用な争いを避けるために

も遺言を有効活用することが望ましい。  

○全財産が、相続人以外に遺言によって寄贈された場合でも、遺留分によっ

て法に定められた分について返還請求ができる。  

○相続には、プラスの財産とマ  

イナスの財産があり、相続する  

場合その全てを相続することに  

なる。しかしマイナスが多い相  

続については相続放棄という手  

続きができる。  
 
 この他、登記の手続きや遺言  

の書き方などの説明もあり、大  

変参考になりました。  
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